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6 5 歳までの雇用確保と7 0 歳までの就業機会確保

65歳まで・義務 70歳まで・努力義務

①65歳までの定年引上げ

②65歳までの継続雇用制度の導入
（特殊関係事業主（子会社・関連会社等）によるものを含む）

③定年廃止

④高年齢者が希望するときは、
70歳まで継続的に業務委託契約を
締結する制度の導入

⑤高年齢者が希望するときは、
70歳まで継続的に
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資（資金提供）等す
る団体が行う社会貢献事業

に従事できる制度の導入

①70歳までの定年引上げ

②70歳までの継続雇用制度の導入
（特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む）

③定年廃止

創業支援等措置
（雇用以外の措置）

高年齢者雇用安定法
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1986 1994

2004（義務）

1990

６０定年
（努力） 定年設定（存続）

６０定年
（義務）

雇用確保措置（新規）

継続雇用（新規）

2000（努力）

定年設定（存続）

継続雇用: 選別→ 希望者全員

（手法特色）

◎定年設定を先に延ばす

◎いったん退職した社員を一定年齢まで再雇用

→ できるだけ⾧く

→ できるだけ希望の全対象者を

◎業務委託、社会貢献事業への従事配慮

就業確保措置:

就業確保措置（努力、一部新規）

2020

業務委託＆社会貢献
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高齢者雇用の現状
我が国の人口の減少及び65歳以上人口の増加

雇用・就業の状況

雇用制度の現状（31人以上雇用規模、2020/06/01）
（１）高齢者雇用確保措置

60～64就業率:５７．７％（２０１２）→７０．３％（２０１９）→71.0％（２０２０）

65～69就業率:３７．１％（２０１２）→４８．４％（２０１９）→49.6％（２０２０）

総人口:12547万人（前年比▲６１．８） ６５以上:3624万人（28.9％）

（２）66以上働ける （３）70以上働ける

雇用確保措置:99.9％（継続雇用:76.4％、定年引上:20.9％、定年廃止2.7％）

33.4 ％（うち希望者全員:12.7％） 31.5 ％（うち希望者全員:11.3％）
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高齢者雇用の取組企業実例から
１ 賃金カーブ等の修正

２ 高齢者を戦略的に雇用

３ 医療・介護での傾向

業界特性:ビルメンテナンス、警備

適用ケース:若者採用難、ぶつ切りニーズ対応

困難:大企業、正社員中心 容易:中小企業、非正規社員中心

夜勤が雇用拡大受け皿

比較的容易な定年延⾧・廃止、再雇用

Ｂｙ JEED 2018～2022

現場改革:中心（身体介護）←→

周辺（ベッドメイク、送迎、生活支援）

４ 成果が目に見える製造業・建設技能・医療専門職



6 5 歳までの雇用確保と7 0 歳までの就業機会確保（手法１）

助成金 相談・援助

①65歳以上への定年引き上げ等の取組み
を実施

②雇用管理制度の整備

③無期雇用労働者への転換

① 企業ごとの課題を把握、助言（無料）
② 継続雇用延⾧、定年引上げ等に関する
具体的な制度改善提案（無料）

③ 企画立案サービス（有料）

推進団体（JEED)
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手法開発・研究

啓発活動

専門スタッフ

（呼称）プランナー470、

アドバイザー53

（経営労務コンサルタント、中小企

業診断士、社会保険労務士など）1829件 17.8 億円

2020実績



6 5 歳までの雇用確保と7 0 歳までの就業機会確保（手法2）

法の遵守 相談・援助

①65歳以上への定年引き上げ等の取組
みを実施

②雇用管理制度の整備

③無期雇用労働者への転換

行政機能内での発揮（労働局・ハローワーク)

専門スタッフ勧告書の発出 企業名の公表

３００ 窓口１６７ア
ドバイザー １７８求

人担当

３００相談員

個別プラン
求人開拓

プランに基づく相談・紹介

セミナー企画

相
互
連
携

助成金
(HW紹介雇入助成)



6 5 歳までの雇用確保と7 0 歳までの就業機会確保（手法３）

シルバー人材センター 地域モデルの開発

地方自治体の介在

8

事業実施スキーム事業実施スキーム 情報発信による他地域への水平展開

厚

生

労

働

省

委託

多様な就業機会の創出、持続可能なモデルづくり等
〔委託先:自治体中心協議会〕

協議会 協議会 協議会
･･･

〇報告
〇相談
〇情報交換会

事例収集、実施状況の評価、情報交換会の開催等〔委託先:民間企業等〕

〇取組内容及び効果の分析･評価
〇助言
〇ノウハウの集積

事業規模

事業実施箇所数 ５か所程度
１か所あたり各年度約2,000万円

事業実施期間:最大３年度間

約2,000万円

＋



シルバー人材センター事業 （スキーム）

臨時的・短期的または軽易な就業（＊）を希望する高年齢者に、シルバー人材センターが就業機会を提供

シルバー人材センター 企業、家庭、官公庁

臨時的・短期的または軽易な就業
を希望する概ね60歳以上の高年齢者
（シルバー人材センター会員）

高
齢
者
の
生
き
が
い
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実
、
健
康
の
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持
増
進
、
生
活
の
安
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企
業
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消
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世
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下
支
え

➊ 仕事の発注

➌ 仕事の遂行

➍ 料金支払い

➎ 賃金・配分金

➋ 仕事の依頼

● 派遣（センターが会員を発注者の事業

所等に派遣して仕事を行う方法）、

● 請負（センターが受注した仕事を会員
に請負わせて仕事を行う方法）、

● 職業紹介（センターが紹介した会員を

発注者が雇用して仕事を行う方法）

により実施

地
域
の
経
済・
社
会
の
維
持・
発
展

な
ど



シルバー人材センター事業 （概観）

○ シルバー人材センターが扱う仕事

介護施設・育児施設・スーパーマーケット・ホテル・レストラン・製造業企業等への派遣、

福祉・家事援助サービス、空き屋管理、地域見守りサービス、観光案内、

清掃、除草、自転車置き場管理、公園管理、宛名書き、植木剪定、障子・ふすま張り など

＊ おおむね月10日程度以内、または、1週間当たりの就業時間が20時間を超えない就業

（高齢者の就業機会の確保に寄与することが見込まれ、民業圧迫や他の労働者の就業機会に著しい影響を与えるおそれがない場合であって、都
道府県知事が指定した場合に、派遣、職業紹介の就業時間の上限を週40時間とする特例措置あり。平成28年4月より施行）

○ シルバー人材センターの概要（令和２年度）

団体数1,303団体、会員数69.8万人（男性46.2万人・女性23.6万人）、平均年齢73.8歳

就業実人員数55.8万人、月平均就業日数9.5日、月平均収入3.8万円、就業延人員数＜就業人数×就
業日数＞6,341万人日

契約件数311万件、契約金額3,036億円



○ 企業における65歳までの雇用確保措置の徹底（実施率99.9％（令和２年６月１日現在））
○ 企業における70歳までの就業確保措置の推進 （令和３年４月１日より努力義務化）

○ 66歳以上の継続雇用延長・65歳以上の年齢までの定年引上げを行う事業主や、高年齢者にとって働きやすい環境の整備
を行う事業主等に対する助成（「65歳超雇用推進助成金」）

○ 65歳以上の高年齢者を雇い入れた事業主に対する助成 （「特定求職者雇用開発助成金（生涯現役コース）」）
○ 高年齢労働者の安全と健康の確保のための職場環境改善ツール（「エイジアクション100」）の普及等
○ 高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン（エイジフレンドリーガイドライン）の周知普及
○ 中小企業等に対する職場環境の整備への助成（エイジフレンドリー補助金）

○ ハローワークにて65歳以上の高齢者に対する再就職支援を重点的に行う「生涯現役支援窓口」の設置（300か所）
○ 「高年齢退職予定者キャリア人材バンク」事業の実施

（（公財）産業雇用安定センターにおいて、高年齢退職予定者のキャリア等の情報を登録し、企業とのマッチングを図る）

○ 初めて中高年齢者を採用する事業主に対する助成（「中途採用等支援助成金（中途採用拡大コース）」）
○ 起業により中高年齢者等の雇用機会を創出する事業主に対する助成（「中途採用等支援助成金（生涯現役起業支援コース）」）

○ 改正高年齢者雇用安定法（平成28年４月施行）による自治体と関係機関からなる協議会の設置を促進するとともに、
同協議会からの提案に基づく高齢者の多様な雇用・就業機会の確保に資する事業を行う「生涯現役促進地域連携
事業」の拡充（91か所→65か所（ 連携推進コース36か所、地域協働コース29か所）（令和３年度））

○ シルバー人材センターにおける職域拡大、特に学童保育、教育、観光等をはじめとする好事例分野の推進、サービス業等の人手不足
分野、介護、育児等の現役世代を支える分野において就業機会を提供する取組の強化

人生100年時代を迎える中で、意欲のある高齢者が年齢にかかわりなく働き続けることのできる生涯現役社会の構築が必要。企業における希望者
全員の65歳までの雇用確保の仕組みが整備された中で、高年齢者の雇用等の安定の確保、再就職の支援及び多様な就業機会の確保を図る。
(高齢者の就業率 60～64歳：71.5％、65歳以上：25.1％（65～69歳：50.3％、70歳以上：18.1％）（2021年））

企業における雇用等の安定の確保

中高年齢者の再就職支援

地域における多様な雇用・就業機会の確保

高齢者雇用対策の概要



・60歳未満の定年禁止
事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上としなければならない。

・65歳までの雇用確保措置
定年を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置（高年齢者雇用確保措置）を講じなければならない。
① 65歳まで定年年齢を引き上げ ② 65歳までの継続雇用制度を導入 ③ 定年制を廃止

・70歳までの就業確保措置（令和3年４月施行）
定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主又は継続雇用制度（70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。）を導入して

いる事業主は、以下のいずれかの措置を講ずるよう努めなければならない。
① 70歳まで定年年齢を引き上げ ② 70歳までの継続雇用制度（再雇用制度・勤務延長制度等）を導入（他の事業主によるも

のを含む） ③ 定年制を廃止 ④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入 ⑤ 70歳まで継続的に社会貢献活動に
従事 ※a.事業主が自ら実施する社会貢献事業 b.事業主が委託、出資（資金提供）等する団体が行う社会貢献事業

高年齢者雇用安定法の概要
【目的】定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の推進等の措置を総合的に講じ、

高年齢者等の職業の安定を図ること。

・再就職援助措置
事業主は、解雇等により離職が予定されている45歳以上70歳未満の者が希望するときは、求人の開拓などその中高年 齢

者の再就職の援助に関し必要な措置を実施するよう努めなければならない。
・多数離職届
事業主は、45歳以上70歳未満の者のうち一定数以上を解雇等により離職させる場合は、あらかじめ、その旨をハローワー

ク（公共職業安定所）に届け出なければならない。
・求職活動支援書
事業主は、解雇等により離職が予定されている45歳以上70歳未満の者が希望するときは、求職活動支援書を作成し、その

中高年齢者に交付しなければならない。

○定年の引上げ等による安定した雇用確保の促進

○高年齢者等の再就職の促進等

○多様な就業機会の確保

・地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業機会の確保
生涯現役社会の実現を図るため、地方公共団体を中心に構成された協議会等からの提案に基づき、地域の高年齢者の多様な

ニーズに対応した雇用・就業に資する事業を行う。
・シルバー人材センター
都道府県知事は、定年退職者その他の高年齢退職者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的なもの又はその他の軽易な業

務に係るものの機会を確保し、組織的に提供する一般社団法人又は一般財団法人を指定。

※創業支援等措置（④、⑤）は過半数組合・過半数代表者の同意を得て導入。



高年齢者雇用制度の概要

○ 60歳未満の定年禁止
事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上としなければならない。

○ 65歳までの雇用確保措置
定年を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置（高年齢者雇用確保措置）を講じなければならな

い。
① 65歳まで定年年齢を引き上げ
② 65歳までの継続雇用制度（再雇用制度・勤務延長制度等）を導入

平成24年度の法改正により、平成25年度以降、制度の適用者は原則として「希望者全員」となった。
ただし、24年度までに労使協定により制度適用対象者の基準を定めていた場合は、その基準を適用できる
年齢を令和7年３月31日までに段階的に引き上げること（経過措置）が可能。

③ 定年制を廃止

※高年齢者雇用確保措置の実施に係る公共職業安定所の指導を繰り返し受けたにもかかわらず何ら具体的な取組を行わない企業には勧
告書の発出、勧告に従わない場合は企業名の公表を行う場合がある。

※いずれかの措置を会社の制度として導入する義務であり、個々の労働者の雇用義務ではない。

○ 70歳までの就業確保措置＜令和３年４月１日施行＞
定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主又は継続雇用制度（70歳以上まで引き続き雇用する制度を除
く。）を導入している事業主は、以下のいずれかの措置（高年齢者就業確保措置）を講ずるよう努めなければな
らない。
※ただし、創業支援等措置（④、⑤）については過半数組合・過半数代表者の同意を得て導入。
① 70歳まで定年年齢を引き上げ
② 70歳までの継続雇用制度（再雇用制度・勤務延長制度等）を導入（他の事業主によるものを含む）
③ 定年制を廃止
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資（資金提供）等する団体が行う社会貢献事業



特別支給の老齢厚生年金（報酬比例部分）

特別支給の老齢厚生年金（定額部分）

60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳

2025年４月
報酬比例部分引上完了

2013年４月
定額部分引上完了

2001年４月
定額部分引上開始

2013年４月
報酬比例部分
引上開始

○年金制度改革により厚生年金の支給開始年齢が段階的に引上げ

年金支給と雇用との接続が課題

2004年４月 2007年４月 2010年４月

2016年４月 2019年４月 2022年４月

老齢厚生年金
（報酬比例年金）

老齢基礎年金

公的年金(厚生年金)の支給開始年齢の引上げにより、平成２４年度までの高年齢者雇用制度のままで
は、平成25年度には、60歳定年以降、継続雇用を希望したとしても、雇用が継続されず、また年金
も支給されないことにより無収入となる者が生じる可能性があったため、雇用と年金の接続を図った
ところ。

無年金・無収入となる
者が生じる可能性

厚生年金の支給開始年齢の引上げ

14



65歳

64歳

62歳

63歳

61歳

60歳 H28.4.1

H31.4.1

H25.4.1

老齢厚生年金

（報酬比例部分）

受給開始年齢

H23.4.1

H24.4.1

H26.4.1

H27.4.1

H29.4.1

H30.4.1

改正法施行

希望者全員を対象とする

継続雇用制度

年金を受給

H32.4.1

H33.4.1

H34.4.1

H37.4.1

H38.4.1

H36.4.1

H35.4.1

改正法施行 経過措置期間終了

H24年度に58歳、59
歳になる者は61歳
から年金支給

H24年度に56歳、57
歳になる者は62歳
から年金支給

H24年度に54歳、55
歳になる者は63歳
から年金支給

H24年度に52歳、53
歳になる者は64歳
から年金支給

H24年度に58歳、59
歳になる者は61歳
から年金支給

H24年度に56歳、57
歳になる者は62歳
から年金支給

H24年度に54歳、55
歳になる者は63歳
から年金支給

H24年度に52歳、53
歳になる者は64歳
から年金支給

改正前の高齢法第９条第２項に基づく継続雇用制度の対象者を限定する基準を設けている
事業主は、老齢厚生年金（報酬比例部分）の受給開始年齢に到達した以降の者を対象に、
その基準を引き続き利用できる１２年間の経過措置を設ける。

経過措置のイメージ

この年齢に達してから継続雇用制度
の対象者基準を利用できる

例えば、平成26年度（2014）に61歳になる者
（昭和28年度（1953）生まれ）は、この年齢か
ら年金受給。
企業が基準を利用できるのもこの年齢から。
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高年齢者雇用安定法の主な改正内容
法改正年 高年齢者雇用安定法

昭和61年
（1986年）

○中高法改正―高年齢者の雇用就業対策に関する総合的な法律に抜本改正
①題名を「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」（高年齢者雇用安定法）に改正
②60歳定年の努力義務化（昭和61年10月1日施行）
③定年引上げの要請、定年引上げに関する計画の作成命令、計画の変更・適正実施勧告等
④再就職援助の努力義務化、再就職援助計画の作成要請等
⑤高年齢者雇用安定センター、シルバー人材センターの指定等

平成2年
（1990年）

○65歳までの継続雇用の推進
①高年齢者等職業安定対策基本方針の策定
②定年到達者が希望する場合の定年後の再雇用の努力義務化、再雇用の前提となる諸条件の整備に関する公共職業安定所長による勧告

平成6年
（1994年）

○60歳定年の義務化
①60歳定年の義務化（定年を定める場合、60歳を下回ることができない）（平成10年4月1日施行）
②継続雇用制度の導入等に関する計画の作成指示、計画の変更・適正実施勧告
③高齢者に係る労働者派遣事業の特例
④高年齢者職業経験活用センター等の指定等

平成8年
（1996年）

○シルバー人材センター事業の発展・拡充
・シルバー人材センター連合の指定等

平成12年
（2000年）

○再就職援助計画制度拡充
①定年の引上げ等による高年齢者雇用確保措置導入の努力義務化（平成12年10月1日施行）
②再就職援助計画の個別交付・対象者の拡大（45歳以上）
③シルバー人材センターの業務の拡大

平成16年
（2004年）

○雇用確保措置法的義務化
①定年の引上げ等による高年齢者雇用確保措置導入の法的義務化（平成18年4月1日施行。義務化年齢を平成25年度までに段階的に引上げ）
②募集・採用時に年齢制限を設ける場合の理由提示を義務化
③求職活動支援書の作成・交付の義務化等
④シルバー人材センターの労働者派遣事業の特例（許可を届出とする）
⑤高年齢者職業経験活用センターの指定法人制度を廃止

平成24年
（2012年）

○継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
①継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止（平成25年4月1日施行）
②継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
③義務違反の企業に対する公表規定の導入
④高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定
⑤厚生年金（報酬比例部分）の受給開始年齢に到達した以降の者を対象に、基準を引き続き利用できる12年間の経過措置を設けるほか、
所要の規定の整備

平成28年
（2016年）

○地域における多様な就業機会の確保
①地域の協議会の設置、地方自治体による地域高年齢者就業機会確保計画の策定
②都道府県知事が市町村ごとに指定する業種等について、シルバー人材センターの就業時間の要件を緩和（概ね週20時間まで⇒週40時間まで）

令和２年
（2020年）

○70歳までの就業確保措置の努力義務化
①定年の引上げ等による高年齢者就業確保措置導入の努力義務化（令和3年4月1日施行）
②高年齢者就業確保措置の実施に関する計画の作成・変更・適正実施勧告（令和3年4月1日施行）
③事業主が再就職援助措置を講ずる努力義務及び多数離職届出を行う義務の対象を70歳未満で退職する高年齢者に拡大
④高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針の策定



○ 厚生労働大臣は、高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針を定める。
○ 厚生労働大臣は、必要があると認めるときに、事業主に対して、高年齢者就業確保措置の実施について必要な指導
及び助言を行うこと、当該措置の実施に関する計画の作成を勧告すること等ができることとする。

○ 70歳未満で退職する高年齢者（※１）について、事業主が再就職援助措置（※２）を講ずる努力義務及び多数離
職届出（※３）を行う義務の対象とする。
※１:定年及び事業主都合により離職する高年齢者等
※２:例えば、教育訓練の受講等のための休暇付与、求職活動に対する経済的支援、再就職のあっせん、教育訓練受講等のあっせん、再就職支援体制の構築など
※３:同一の事業所において、１月以内の期間に５人以上の高年齢者等が解雇等により離職する場合の、離職者数や当該高年齢者等に関する情報等の公共職業安定

所⾧への届出

○ 事業主が国に毎年１回報告する「定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況」について、高
年齢者就業確保措置に関する実施状況を報告内容に追加する。

その他の改正の内容（令和３年４月１日施行）

＜事業主による雇用・就業機会の確保を促進するための支援＞
・ ①高年齢者就業確保措置を講ずる事業主に対する助成措置や相談体制などの充実、②他社への再就職の措置に関す
る事業主間のマッチングを促進するための受入企業の開拓・確保の支援、③能力・成果を重視する評価・報酬体系の
構築を進める事業主等に対する助成、④高年齢者が安心して安全に働ける職場環境の構築の支援等。

＜高年齢者の再就職やキャリア形成に関する支援＞
・ ①ハローワークの生涯現役支援窓口や産業雇用安定センターによるマッチング機能の強化、②労働者のキャリアプ
ランの再設計等を支援する拠点の整備、③企業の実情に応じた中高年齢層向け訓練の実施等。

＜地域における多様な雇用・就業機会の確保に関する支援＞
・ ①生涯現役促進地域連携事業による地方公共団体を中心とした協議会による取組の推進、②シルバー人材センター
の人手不足分野等での就業機会の開拓・マッチング機能や地域ごとの実情を踏まえた取組の強化等。

高年齢者の活躍を促進するために必要な支援（予算事業等）

70歳までの就業機会確保（改正高年齢者雇用安定法）



事業主に対して、65歳までの雇用機会を確保するため、高年齢者雇用確保措置（①65歳まで定年引上げ、②65歳ま
での継続雇用制度の導入、③定年廃止）のいずれかを講ずることを義務付け。
※ 平成24年度の法改正により、平成25年度以降、制度の適用者は原則として「希望者全員」となった。ただし、24年度までに労使協定により制度適用対象
者の基準を定めていた場合は、その基準を適用できる年齢を令和7年４月までに段階的に引き上げることが可能。（経過措置）

改正前の制度

改正の内容（高年齢者就業確保措置の新設）（令和３年４月１日施行）

改正の趣旨

少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその
能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図ることが必要。
個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、

事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設ける。

＜高年齢者雇用確保措置＞
（65歳まで・義務）

＜高年齢者就業確保措置＞
（70歳まで・努力義務）

①65歳までの定年引上げ

②65歳までの継続雇用制度の導入
（特殊関係事業主（子会社・関連会社等）
によるものを含む）

③定年廃止

④高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に
業務委託契約を締結する制度の導入

⑤高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資（資金提供）等する
団体が行う社会貢献事業

に従事できる制度の導入

①70歳までの定年引上げ

②70歳までの継続雇用制度の導入
（特殊関係事業主に加えて、他の事業主によ
るものを含む）

③定年廃止

70歳までの就業機会確保（改正高年齢者雇用安定法）

○ 事業主に対して、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下の①～⑤の
いずれかの措置を講ずる努力義務を設ける。

○ 努力義務について雇用以外の措置（④及び⑤）による場合には、労働者の過半数を代表する者等の同意を得た上で
導入されるものとする。

改正前 新設 創業支援等措置（雇用以外の措置）
（過半数組合・過半数代表者の同意を得て導入）



必要な対応を

講じている

具体的な対応を

準備・検討中
具体的な対応は

できていない

対象となる

社員はいるが、

努力義務のため、

対応予定はない

対象となる社員が

いないため、

対応予定はない

改正高年齢者雇用安定法への対応状況

32.6％

65.8%

20.2%

8.2%

10.5%

2.5%

具体的な対応（検討中含む）

10.6％31.9％

18.8％

6.1％

43.2％

※ 本改正法の施行に伴い、新たに70歳までの
就業確保措置を講じることが努力義務となった。

【複数回答】

雇用の
選択肢

非雇用の
選択肢

資料出所:日本商工会議所LOBO調査（早期景気観測調査）2021年4月の調査結果

改正高年齢者雇用安定法への対応状況

70歳までの継続
雇用制度の導入
（再雇用制度・
勤務延⾧制度）

70歳まで継続的に
業務委託契約を
締結する制度の導入

70歳までの定年引上げ

定年制の廃止

70歳まで継続的に
事業主等が実施する
社会貢献事業に従事
できる制度の導入



0% 20% 40% 60% 80% 100%

76.4% 20.9% 2.7%

【実施企業164,033社の措置内訳】

定年の引上げ
34,213社

定年制の廃止
4,468社

継続雇用制度の導入
125,352社

令和２年「高年齢者の雇用状況」集計結果の概要
〈 集 計 対 象 〉 全 国 の 常 時 雇 用 す る 労 働 者 が 3 1 人 以 上 の 企 業 1 6 4 , 1 5 1 社 〈 大 企 業 ( 3 0 1 人 以 上 規 模 ) : 1 7 , 0 7 0 社 、 中 小 企 業 ( 3 1 ～ 3 0 0 人 規 模 ) :  1 4 7 , 0 8 1 社 〉

令和2年6月1日現在

・65歳定年企業は、18.4%（1.2ポイント増加）

２ 66歳以上働ける制度のある企業の状況

（２）65歳定年企業の状況

３ 70歳以上働ける制度のある企業の状況

・70歳以上働ける制度のある企業は 31.5%（2.6ポイント増加）

（1）高年齢者雇用確保措置の実施状況

・雇用確保措置の実施企業 99.９％（0.1ポイント増加）

１ 65歳までの「高年齢者雇用確保措置※」のある企業の状況
※ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第９条第１項に基づく、①定年制の廃止、②定
年の引上げ、③継続雇用制度（再雇用制度）の３つの措置をいう。

・66歳以上働ける制度のある企業は33.4％（2.6ポイント増加）
・大企業28.2%（2.9ポイント増加）、中小企業34.0%（2.6ポイント増加）

（％）
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51,633社

28.9

全企業
33.4％

301人以上
28.2％

31～300人
34.0％

※「⑤その他の制度で66歳以上まで雇用」とは、希望者全員や基準該当者を66歳以上まで継続雇用する制度は導入していないが、
企業の実情に応じて何らかの仕組みで66歳以上まで働くことができる制度を導入している場合を指す。

②66歳以上定年 ③希望者全員66歳以上
まで継続雇用

④基準該当者66歳以上まで継続雇用

⑤その他の制度で66歳以上まで雇用

①定年制の廃止
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3.6%
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10.8%

10.9%

9.5%

12.7%

9.8% 54,802社

4,817社

49,985社

全企業
18.4％

301人以上
11.9％

31～300人
19.2％
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65歳超雇用推進助成金
将来的に継続雇用年齢や定年年齢の引上げを進めていくため、66歳以上の年齢までの継続雇用延⾧・65歳以上の

年齢までの定年引上げ等を行う企業に対して支援を実施することにより、65歳以降も希望者全員が安心して働ける
雇用基盤を整備するとともに「生涯現役社会」の構築を図る。

● 助成内容
① 65歳以上の年齢への定年引上げや定年の定めの廃止する事業主に対して助成
② 希望者全員を66歳以上の年齢まで継続雇用する制度を導入する事業主に対して助成
③ 他社による継続雇用制度の導入を行う送出し事業主が、受入れ事業主の就業規則改正等に必要な経費を全て負担した場合、送出し事業主に
対して要した経費の1/2を助成 等

①定年引上げ又は定年の定めの廃止 ②希望者全員を66歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入

● 助成額 当該措置の内容や定年等の年齢の引上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて以下の額を支給

③他社による継続雇用制度の導入

66～69歳への
引き上げ

70歳未満から
70歳以上への
引き上げ

１～３人 15万円 30万円

４～６人 25万円 50万円

７～９人 40万円 80万円

10人以上 60万円 100万円

措置内容

60歳以上
被保険者数

66～69歳へ
の引き上げ

70歳未満から
70歳以上への
引き上げ

10万円 15万円

措置内容

支給額
（上限）

65歳への
引き上げ

66～69歳への
引き上げ

70歳未満
から70歳
以上への
引き上げ

定年(70歳未
満に限る)の
定めの廃止5歳未満 5歳以上

１～３人 15万円 20万円 30万円 30万円 40万円

４～６人 20万円 25万円 50万円 50万円 80万円

７～９人 25万円 30万円 85万円 85万円 120万円

10人以上 30万円 35万円 105万円 105万円 160万円

60歳以上
被保険者数

措置内容

２ 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
● 助成内容

高年齢者の雇用管理制度の整備（短時間勤務制度の導入、高年齢者
に係る賃金・能力評価制度等の構築、法定外の健康管理制度の導入等）
を実施した事業主に対して助成

● 助成額
雇用管理制度の導入等に要した経費の額（上限50万円）に、以下の

助成率を乗じた額
・ 生産性要件を満たした場合:75％（中小企業以外は60％）
・ 生産性要件を満たさなかった場合:60％（中小企業以外は45％）

● 助成内容
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者

に転換させた事業主に対して、その人数（上限10人）に応じ助成

● 助成額
対象者１人につき、以下の額を支給

・ 生産性要件を満たした場合 :60万円（中小企業以外は48万円）
・ 生産性要件満たさなかった場合:48万円（中小企業以外は38万円）

３ 高年齢者無期雇用転換コース

１ 65歳超継続雇用促進コース

令和４年度予算案（令和３年度当初予算額） 39（ 44）億円

※ 他社とは、特殊関係事業主を含む
他の事業主を指します。



特定求職者雇用開発助成金

○特定就職困難者コース
高年齢者（60歳以上65歳未満）などの就職困難者をハローワーク等の紹介により雇い入れる事業主に対して、賃金の一部に相当する額を助成。（中
小企業の場合、１人につき60万円（短時間労働者40万円））

○生涯現役コース
65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により雇い入れる事業主に対して、賃金の一部に相当する額を助成。（中小企業の場合、１人につき70万
円（短時間労働者50万円））

高年齢者雇用に係る助成金

○ 中途採用拡大コース
企業が、中途採用者の雇用管理制度を整備した上で、中高年齢者（45歳以上）の初採用等により中途採用を拡大した場合に一定額を助成（45歳

以上の者を初めて中途採用した場合は60万円（60歳以上の者を初めて中途採用した場合は10万円を上乗せ））。
○ 生涯現役起業支援コース（令和3年度限りで廃止。）

４０歳以上の中高年齢者などの方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、事業運営のために必要となる従業員の雇入れに要した費
用の一部を助成。（起業者の起業時年齢が60歳以上の場合、助成額の上限は200万円（40歳～59歳の場合は150万円））
また、一定期間経過後に生産性要件を満たした場合には、上記助成額の２５％の額を別途支給する。

中途採用等支援助成金

○65歳超継続雇用促進コース
65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の

導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して、措置の内容、定年等の年齢の引上げ幅等に応じて15～160万円を支給する。
他社による継続雇用制度の導入の実施へは支給対象経費の1/2（上限あり、5～15万円）を支給する。

○高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者の雇用管理制度の整備（高年齢者に係る賃金・能力評価制度の構築等）を行う事業主に対して、当該取組に要した費用の45％<60％>
（中小企業60％<75％>）を支給。

○高年齢者無期雇用転換コース

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して、対象者１人につき38万円<48万円>（中小企
業は１人につき48万円<60万円>）を支給。

※ < >は、生産性要件を満たした場合

65歳超雇用推進助成金
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生涯現役支援窓口事業の概要
令和４年度予算案（令和３年度当初予算額） 29（30）億円

○ 300箇所のハローワークに高齢求職者の支援に取り組む「生涯現役支援窓口」を設置し、職業生活の再設計
に係る支援等、チーム支援を総合的に実施しつつ、特に65歳以上の者の再就職支援を重点的に取り組む。

＜支援対象者＞
概ね60歳以上の高齢求職者
＜主な支援内容＞
高齢期の生活を踏まえた職業生活の再設計や年金受給者である求職者の職業生活に係る相談・援助
本人の状況に応じたチームによる手厚い支援
高齢求職者向け求人情報の開拓・提供（65歳以上が就業可能な短時間の求人開拓を強化）
シルバー人材センターとの連携した軽易な就業等に関する情報の提供
地方自治体と連携した高年齢者支援の実施

ハローワーク

＜支援体制＞

生涯現役支援窓口

【求人者支援員 178人(208人)】
＜主な支援業務＞
 65歳以降でも活躍できる求人の開拓
 高齢者の職域の拡大に係る事業主へのアドバイス
 シルバー人材センターでの軽易な就業等に関する
情報収集 等

【就労・生活支援アドバイザー167人(139人)】
＜主な支援業務＞
 個々のニーズを等を踏まえた「生涯設計就労プラン」
策定

 キャリア・コンサルティング、生活設計に係るガイダ
ンス、就労後のフォローアップの実施

 職場見学・職場体験・セミナー等の実施に係る企画調
整 等

【職業相談員 300人(300人)】
＜主な支援業務＞
●「生涯設計就労プラン」に基づく職業相談・職業紹介
等の実施 等

（雇用勘定のみ）



日本の人口の推移
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日本の人口は近年減少局面を迎えている。2065年には総人口が9,000万人を割り込み、高齢化率は38％台の水準にな
ると推計されている。

平成29年推計値
（日本の将来推計人口）

実績値
（国勢調査等）人口（万人）

生産年齢
人口割合
51.4%

高齢化率
38.4%
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0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2019 2025 2035 2045 2055 2065

生産年齢人口（15～64歳）割合

高齢化率（65歳以上人口割合）

合計特殊出生率

15～64歳人口

14歳以下人口

65歳以上人口

59.5%

28.4%
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11,913
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6,875

1,321
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3,381
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（出所） 2019年までの人口は総務省「人口推計」（各年10月1日現在）、高齢化率および生産年齢人口割合は、2019年は総務省「人口推計」、それ以外は総務省「国勢調査」
2019年までの合計特殊出生率は厚生労働省「人口動態統計」、
2020年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）：出生中位・死亡中位推計」



（出所） 総務省「国勢調査（年齢不詳をあん分した人口）」および「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）：出生中位・死亡中位推計
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日本の人口ピラミッドの変化

団塊の世代が全て７５歳となる2025年には、75歳以上が全人口の18％となる。
2065年には、人口は8,808万人にまで減少するが、一方で、65歳以上は全人口の約38％となる。
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